
資料１

【議題１（１）】

北海道受動喫煙防止対策推進プラン（仮称）の策定について

《協議》

○ 北海道受動喫煙防止対策推進プラン（仮称）については、第１回の本協議会（書面開催）に

おいて、令和２年度中の策定を予定している旨お知らせしていましたが、新型コロナウイルス

感染症の感染状況等により、感染対策に万全を期す必要があることから、策定に向けた作業を

先送りしていたところ。

○ 事務局としては、今後の感染状況等を踏まえつつ、下記のとおり協議を進めていきたいと考

えています。

・ 協議事項（案）

道民の健康づくり推進協議会 【参考】受動喫煙防止対策専門部会

区分 協議事項等（案） 区分 協議事項等（案）

第２回 ・ 北海道健康増進計画を踏まえた二

（今回） 次医療圏ごとの行動計画について

・ 北海道受動喫煙防止対策推進プラ

ン（仮称）の策定について

・ 各種事業の取組状況について

・ 地域職域連携推進専門部会の開催

結果について

第１回 ・ 部会長選任等

第２回 ・ プラン素案（案）作成に向けて

第３回 ・ プラン素案（案）について

第４回 ・ プラン素案（案）について

第１回 ・ プラン素案（案）について

（Ｒ３）

パブリックコメント実施

第５回 ・ プラン案（案）について

第２回 ・ プラン案（案）について

（Ｒ３）



【議題２（１）】

１　北海道健康増進計画（すこやか北海道２１）と圏域健康づくり事業行動計画の位置づけ

めざす姿

基本的方向と方策

○　がん ○　循環器疾患 ○　糖尿病 ○　COPD（慢性閉塞性肺疾患）

○　こころの健康 ○　次世代の健康 ○　高齢者の健康

○　栄養・食生活 ○　身体活動・運動 ○　休養 ○　喫煙

○　飲酒 ○　歯・口腔

⑤健康寿命の延伸

圏域健康づくり事業行動計画に係る取組状況について

①　生活習慣病の発症予防と重症化の徹底

③　健康を支え、守るための社会環境の整備

②　社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上

 ④　栄養・食生活、身体活動・運動、休養、喫煙、飲酒及び　歯・口腔に関する生活習慣の改善

北海道健康増進計画（すこやか北海道２１）

圏域健康づくり事業行動計画（２１圏域）
〔市町村健康増進計画策定支援、地域の状況に応じた取組の推進〕

道民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会

健康寿命の延伸と健康格差の縮小

資料２

【報告】

○ 北海道健康増進計画（すこやか北海道２１）の推進管理として、令和元年度の二次医療圏

毎の健康づくり事業行動計画に係る取組状況を整理しました。

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、会議や事業の中止となったものもありましたが、

普及啓発等地域の実情に応じて実施しました。
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２　令和元年度　圏域健康づくり事業行動計画に係る取組状況

計画推進
会議

健康増進
計画策定

支援

南空知 岩見沢 ○

中空知 滝川 ○ ○

北空知 深川 ○ ○ ○

江別 ○ ○

千歳 ○ ○

倶知安 ○ ○

岩内 ○ ○

西胆振 室蘭 ○ ○

東胆振 苫小牧 ○ ○ ○

浦河 ○ ○

静内 ○ ○

南渡島 渡島 ○ ○

南檜山 江差 ○ ○

北渡島檜山 八雲 ○ ○ ○

上川中部 上川 ○ ○

上川北部 名寄 ○ ○

富良野 富良野 ○ ○

留萌 留萌 ○ ○ ○

宗谷 稚内 ○ ○ ○

北見 ○ ○

網走 ○ ○

遠紋 紋別 ○

十勝 帯広 ○ ○

釧路 釧路 ○ ○ ○

根室 ○

中標津

圏域

札幌

後志

○日高

北網

根室 ○

○

○

保健所
圏域行動
計画進捗

管理

○

年度毎の主な取組【道民の健康づくり推進事業】

普及啓発・地域実情に応じた取組主な内容

・いわみざわ健康まつりへの協賛
・食育パネル展
・「圏域における健康づくり対策と糖尿病性腎症重症化予防事業」に係る講演会を空知総合振興局３保健所合同で開催。

・地方新聞に記事掲載（９月、２月）
・がん予防道民大会におけるパネル展示、パンフレット配布
・「圏域における健康づくり対策と糖尿病性腎症重症化予防事業」に係る講演会を空知総合振興局３保健所合同で開催。

・「道民健康づくりの日」及び「道民健康づくり推進週間」の周知、健康づくりに関する情報発信等
・「圏域における健康づくり対策と糖尿病性腎症重症化予防事業」に係る講演会を空知総合振興局３保健所合同で開催。

・各種事業（研修会、会議等）を活用し、札幌圏域健康づくり事業行動計画概要版を配布し、普及啓発を実施した。

・庁舎内ポスター等の掲示やリーフレットの配布、ホームページ掲載

・禁煙支援及び受動喫煙防止に係る講演会の開催
・健康づくりに関するポスターの掲示及びリーフレット等の配布
・ホームページを活用した情報提供の実施

・「道民の健康づくりの日」及び「道民の健康づくり推進週間」についてホームページに掲載し、普及啓発を行った。
・既存の講演会(健康づくり講演会、糖尿病講演会等)を通じ、がん・糖尿病対策及び喫煙について普及啓発を行った。

・栄養・食生活及び高齢者の健康づくり事業
・当所主催の研修会にてし、すこやか北海道21、西胆振圏域健康づくり事業行動計画の説明、周知、普及啓発
・新聞の掲載、電光掲示板の活用による普及啓発

・食べるたいせつフェスティバル（主催：コープさっぽろ）参加
・道民笑いの日普及啓発事業を2市町で実施。

・健康づくりパネル展（①がん、②糖尿病、③肥満、④たばこ）の開催とリーフレット等の配布

・健康づくりパネル展（①がん、②糖尿病、③肥満、④たばこ）の開催と合わせたリーフレット等の配付
・保健所庁舎内にて食生活に関するポスターの掲示及びリーフレットの配布

・振興局道民ホールにてパネル展の開催
・健康づくり関係全般に係るポスター掲示、パンフレット配布等

・国及び道が作成したポスター、リーフレットの所内掲示及び管内関係機関へ配布した。
・管内各町行政栄養士間で協力し、共通の食塩摂取アンケート（仮）の案を作成中

・がんサロンの実施　年５回（茶話会、ミニレク等）
・ポスター、リーフレットの所内掲示

・研修会や講習会、説明会等による正しい知識の普及
・パネル展において、理学療法士会作成のハンドブックによる運動（腰痛・健康寿命の延伸）に係る知識の普及啓発
・フッ化物の利用の促進、定期歯科健診勧奨

・受動喫煙防止対策研修会の開催
・食育情報連絡会を開催し、食に関わりのある他の機関と食の知識を共有、情報交換し、地域住民への普及啓発を検討し食育の推進を図った。

・富良野高校学校祭で各領域の普及啓発
・受動喫煙防止対策に関する説明会の開催

・ピンクリボンキャンペーン
・留萌保健医療福祉圏域連携推進会議「４疾病専門部会」

・稚内市内商業施設において、健康づくりパネル展を実施。（10/2～10/9）
・受動喫煙対策、食品表示の利用法等を周知

・市町主催の健康まつりにて、喫煙に関する普及啓発を実施
・ノルディックウォーキング普及推進員養成講習会

・健康づくりに関する情報発信等
・糖尿病講演会　糖尿病専門医ほか糖尿病治療専門スタッフによる講演

・禁煙週間による新聞掲載、講話を通し、道内の健康状態の現状及び生活習慣病予防における普及啓発を行った
・医師会と医療機関、薬剤業者、管内市町と連携を図りながら、糖尿病重症化予防にかかる講演会の開催並びに効率的な健診体制に向けた検討会等を開催
（５回）

・ヘルスサポートレストラン事業の周知訪問、ホームページ掲載
・受動喫煙防止チラシを商工会議所会員へ配布
・受動喫煙防止事業の説明会の開催 2回

・コープさっぽろ主催イベント「食べる・たいせつフェスティバル2019」に栄養士会と共同参加
・いきいき食と健康ネットワーク十勝のヘルスアップ週間2019を調理師会と共催で実施

・くしろ糖尿病デー市民講座
・ヘルスサポートレストランの三つ星登録店（野菜たっぷりメニュー提供）９店と協力して、道民健康づくり推進週間にあわせて、野菜をたべるキャンペーンを行っ
た。

・根室市図書館が主催する「図書カフェ」に併せ、クイズラリー、レシピやパンフレットの配布等を実施した。
・ポスター、リーフレットの所内掲示

圏域行動計画の年度毎の進捗管理（市町村での取組状況の把握や保健所事業の評価等）の実施の有無を示しています。

地域住民の健康や社会資源等の実情を踏まえた、健康づくり施策等について検討・共有等を行う会議等の開催の有無を示しています（未

開催には、新型コロナウイルス感染症の影響による中止を含む。）

保健所が行った市町村が健康増進計画を策定、評価又は見直しする際の支援の有無を示しています（支援は市町村から要請によ

る。）
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【議題２（２）】 

令和２年度 

北海道健康増進計画指標調査事業（健康課題見える化事業）について 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業実施要領＞ 

１ 目的 

  市町村国民健康保険（以下「市町村国保」という。）及び全国健康保険協会北海道支部（以

下「協会けんぽ」という。）の特定健診及び質問票データから、市町村及び第二次医療圏に

おける生活習慣病に関連する死亡及び罹患状況並びに関連生活習慣を分析し、予防すべき疾

病や関連する生活習慣を明らかにし、北海道及び各地域の健康課題の明確化を図ることを目

的とする。 

 

２ 実施主体 

  北海道保健福祉部健康安全局地域保健課 

北海道保険者協議会 

学校法人淳心学園 北海道千歳リハビリテーション大学（委託） 

 

３ 対象データ 

（１）市町村国保及び協会けんぽの特定健康診査（保険者協議会） 

（２）北海道における主要死因の概況（北海道健康づくり財団） 

 

４ 算定及び利用項目 

（１）市町村国保及び協会けんぽの特定健診男女別、年齢階級別実数及び標準化該当比（平成 30年度） 

 項  目 

1 腹囲≧85 ㎝（男）、腹囲≧90cm（女） 

2 BMI≧25kg/㎡ 

3 空腹時血糖≧100mg/dl 

4 HbA1c≧5.6% 

5 中性脂肪≧150mg/dl 

6 HDL コレステロール＜40mg/dl 

7 収縮期血圧≧130mmHg 

8 拡張期血圧≧85mmHg 

9 降圧剤を服用中の者 

10 喫煙者 

11 メタボリックシンドローム該当者 

12 メタボリックシンドローム予備群該当者 

【報告】 

○ 本事業は平成 29 年度にも同手法により行っており、今回で 2 回目の実施となります。 

○ 前回調査との比較を加えて本年度内にとりまとめ、おって報告書を発行いたします。 

○ 報告書は前回同様に市町村等へ配付し、各地域での健康づくり施策等に活用いただく

こととしています。 

資料３ 
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（２）市町村別標準化死亡比（平成 18 年～平成 27 年） 

 項  目 

1 悪性新生物（全、胃、肺、大腸、肝、膵、食道、胆のう） 

2 心疾患 

3 虚血性心疾患 

4 脳血管疾患 

5 腎不全 

6 閉塞性肺疾患 

 

５ 分析に当たって考慮すべき本道の課題 

（１）悪性新生物による死亡が全国に比較し高いこと 

（２）循環器疾患に係る医療費（特に入院）が高いこと 

（３）肥満者が全国に比較し高いこと 

（４）喫煙者が全国に比較し高いこと 

（５）拡張期血圧所見者が全国に比較し高いこと 

（６）健診受診率が全国に比較し低いこと 

 

６ 集計単位 

（１）全道、第二次保健医療福祉圏域及び市町村 

（２）居住地特性別（沿岸部及びその他の地域） 

 

７ スケジュール 

時期 内容 

10 月中旬 契約締結・データ受け渡し 

10 月中旬～1 月 データ分析 

1 月 報告書概要提示 

2 月 報告書提示 
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＜報告書イメージ（抜粋）＞ 

※ データは H29 年度実施のもの 
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資料４
【議題２（３）】

令 和 ２ 年 度 た ば こ 対 策 事 業 に つ い て

○ たばこ対策推進計画及び北海道受動喫煙防止条例に基づく令和２年度の取組について、御
報告いたします。

１ たばこ対策推進計画に基づく取組

（１）「北海道喫煙防止健康教育教材DVD」の活用状況等について
計画において、道等が行うこととされている対策の一つである「健康への影響について

の普及啓発」の一環として、平成30年度にDVDを作成し、令和元年度から活用しており、令
和２年度の活用状況は次のとおり。

① 概要
北海道の喫煙率低下に向けた普及啓発や喫煙の予防教育を行うため、(株)よしもとクリエ

イティブ・エージェンシー札幌支社に委託し、平成３１年３月にDVDを作成

② DVD活用実績

令和元年度 １２１件（１９保健所、５５市町村）

令和２年度（令和３年１月末） ２６件（ ７保健所、１４市町村）

※ 保健所（道立保健所、保健所設置市）、市町村が活用

（内訳）

区分 健康イベント 育児教室 出前講座 検診・健診
［対象］ ［住民］ ［保護者］ ［小中高校生、社会人］ ［検診等対象者］

令和元年度 ３６件 １４件 ３７件 ３４件

令和２年度
４件 ０件 １３件 ９件

（令和３年１月末）

※ 令和２年度については、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、活用実績が低調にな
っている。

③ 動画視聴回数 （平成３１年３月～令和３年２月）

教材種類 視聴回数

鉄拳書き下ろしパラパラ漫画 15,677回

妊産婦・若年女性用教材 6,084回

小学校・高学年用教材 4,539回

※ 「鉄拳書き下ろしパラパラ漫画」は、契約上、令和３年３月２７日（土）までの視聴

動画URL

北海道×よしもとクリエイティブ・エージェンシー札幌支社
喫煙防止健康教育教材等作成事業

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/tkh/framepage/
kituenbousikenkoukyouzai.htm
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２ 北海道受動喫煙防止条例に基づく取組

（１）改正健康増進法及び北海道受動喫煙防止条例の周知等について
北海道受動喫煙防止条例において、道が行うこととされている対策の一つである「普及

啓発」を次のとおり行った。

①「地域説明会」の開催
各道立保健所で住民、事業者、市町村等を対象に開催。なお、地域の実状に応じて、既存

のイベント等を活用する等により受動喫煙単独実施に限らず開催

【令和２年度開催予定】 （実施：24保健所、未実施：2保健所）

保健所名 回数 保健所名 回数 保健所名 回数 保健所名 回数 保健所名 回数

岩見沢 １回 岩内 １回 渡島 １回 留萌 １回 帯広 21回

滝川 １回 室蘭 15回 江差 ８回 稚内 ３回 釧路 ６回

深川 １回 苫小牧 １回 上川 ２回 網走 ３回 根室 １回

江別 １回 浦河 １回 名寄 ２回 北見 ４回 中標津 １回

倶知安 ３回 静内 １回 富良野 １回 紋別 １回 合計 81回

※新型コロナウイルス感染症の影響等により、回数に地域差が生じている。

②「北海道受動喫煙防止条例普及啓発資材」の作成及び配布等
ア 普及啓発資材

北海道受動喫煙防止条例の普及啓発に係るポスター、リーフレット及び飲食店等に掲示
を義務付ける禁煙ステッカーを作成

イ 配布先及び枚数
（令和３年２月末）

発送数（枚）
配布先

ポスター リーフレット 禁煙ステッカー

道立保健所（所管市町村含む） 3,287 31,100 3,850

保健所設置市 40 1,940 1,900

関係団体・業種団体 216 14,066

病院 1,653 1,653

診療所（有床・無床・歯科） 6,401 6,401

助産所 61 61

薬局 2,322 2,322

幼稚園、保育所、認可外保育施設、
認定こども園、小学校、中学校、 4,211 4,211
義務教育学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校、専修学校、各種学校

飲食店・喫茶店 44,940 44,940 45,830

道本庁の各部・各課等 355 355

合計 63,486 107,049 51,580

③「ほっかいどう健康づくりツイッター」及び「北海道受動喫煙防止ポータルサイト」の開設

区分 掲載内容 開設日 QRコード

ほっかいどう健康づくり 道民の健康づくりに役立つ情報を 令和２年４月１日
ツ イ ッ タ ー 発信

健康増進法、北海道受動喫煙防止
北 海 道 受 動 喫 煙 防 止 条例の内容や受動喫煙防止対策の 令和２年６月１日
ポ ー タ ル サ イ ト 取組等を掲載
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（２）「北海道のきれいな空気の施設登録事業」について
北海道受動喫煙防止条例において、道が行うこととされている対策の一つである「市町

村及び事業者等に対する情報の提供」の一環として、本事業を実施。

① 経緯
「健康増進法の一部を改正する法律」の全面施行(令和２年４月）及び「ほっかいどうヘル
スサポートレストラン推進事業」の開始（令和元年１０月）に伴い、「おいしい空気の施設
推進事業」（平成１９年４月１日～令和２年３月３１日）を廃止し、令和２年４月から「北
海道のきれいな空気の施設登録事業」を開始した。
なお、登録施設数については、令和３年２月末において、おいしい空気の施設推進事業（令

和２年３月末）よりも167施設増加している。

② 概要
多数の者が利用する施設における官民一体となった受動喫煙防止対策を推進するため、屋

内禁煙に取り組む第二種施設について、登録した施設に対して、ステッカーを交付するとと
もに、道のホームページによる紹介などを通じて積極的に禁煙に取り組む施設であることを
社会的に評価することにより、健康増進法において原則屋内禁煙とされている第二種施設の
取組促進を図り、もって、道民の健康の増進に資することを目的とする

③ 「おいしい空気の施設推進事業」からの変更点
ア 改正健康増進法の全面施行により、多数の者が利用する施設は原則屋内禁煙となり、喫
煙する場合は分煙となることが定められたことから分煙施設は対象外とするとともに、旅
客運送事業自動車の内部の場所は禁煙と定められたことからタクシー車両を対象外とした

イ 禁煙の飲食店が対象となる「ほっかいどうヘルスサポートレストラン推進事業」の開始
により、飲食店を対象外とした

④ 対象施設・区分・種別

対象施設 番号 施設区分 具体的な施設種別

健康増進法第28条第 １ 社会福祉施設等 社会福祉施設 等
６号に規定する第二
種施設（飲食店及び ２ 体育施設・娯楽施設 体育館、ボウリング場、スポーツクラブ、
喫茶店を除く） 野球場等のスポーツ施設、映画館、公園

等

３ 社会・文化施設 文化施設、市（町）民会館、公民館、美
術館 等

４ 小売業・サービス業等 百貨店、スーパー、ドラッグストア、理
店舗 ・美容室 等

５ 公共交通機関等 鉄軌道駅、バスターミナル、道の駅 等

６ ホテル・旅館等の宿泊 ホテル、旅館、民宿、ペンション 等
施設

７ 金融機関 銀行 等

８ 事務所・会社等 一般企業等の事務所、一般企業等の施設
（工場等） 等

９ 官公庁等 国立施設、道立施設、市町村立施設 等

10 公衆浴場・日帰り温泉

※ 健康増進法第28条第５号に規定する第一種施設は除く

⑤ 登録施設数

事業名称 事業実施年 登録施設数 登録時点

おいしい空気の施設 平成１９年４月 １日～ ７８５
令和２年３月末

推 進 事 業 令和 ２年３月３１日 （※飲食店を除く）

北 海 道 の き れ いな
令和 ２年４月 １日～ ９５２ 令和３年２月末

空気の施設登録事業



【議題２（４）】 

令和 2年度（2020年度）道民の健康づくり推進協議会 

地域・職域連携推進専門部会 書面開催結果【概要】 
 

 今年度、地域･職域連携推進専門部会の開催は、新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から書

面にて開催いたしました。開催結果について、ご報告いたします。 
 

１ 時   期：令和 3年 2月 22日（月）通知 

２ 議事内容： 

 （１） 部会長・副部会長の選任について・・・資料５－２ 

    部会長は、岡部委員、副部会長は髙橋委員が就任することで承認を得ました。 
 

 （２） 「北海道地域･職域連携推進事業実施要綱」及び「地域･職域連携推進専門部会設置要領」

の一部改正について・・・資料５－３、５－４ 

    令和元年 9月、「地域･職域連携推進ガイドライン」（国）が改訂され、昨年度末、「地域･職域

連携推進事業実施要綱」（国）の内容が変更されたことに伴い、「北海道地域・職域連携推進事

業実施要綱」を一部改正しております。また、専門部会設置要領については、一部文言を追記し

ております。 
 

（３） 二次医療圏地域･職域連携推進協議会(連絡会) 令和元年度実績及び令和 2年度計画 

について･･･資料５－５ 

   昨年度は、16圏域にて協議会（連絡会）を開催。テーマとしては、健康増進法の一部改正に伴

う受動喫煙防止対策を取り上げた圏域が 13圏域と多かったです。今年度は、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、中止や書面開催となった圏域もありますが、可能な範囲で二次医療圏

毎の取組を実施している状況であります。 
 

（４） 令和元年度特定健診等普及啓発事業について 

   年 1回アリオ札幌を会場にして、パネル展示や簡易健康チェックコーナー等を設けた普及啓発

イベントを開催しており、令和元年度は、昨年 2月 1日に開催。今年度の開催については、共

催関係機関と協議した結果、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み中止と致しました。 
 

（５） 各種事業等の情報提供について 

  １）糖尿病性腎症重症化予防アドバイザー派遣事業 

    道で委嘱したアドバイザー（腎専門医）を、重症化対策に取り組む地域（二次医療圏）に派遣

する事業となっており、今年度は、深川・渡島保健所にて活動しております。 
 

  2）全世代型予防･健康づくり推進事業（国保医療課提供） 

    国保と後期高齢者医療及び被用者保険(協会けんぽ)の医療情報・特定健診の実施状況及び介

護情報を一括管理するデータベース構築の在り方や、分析手法の構築をワーキンググループにて

検討し、最終的には、本データを活用し、地域の健康課題解決に向けた、地域･職域連携や高齢者

の保健事業と介護予防の一体的な実施などの施策につなげていくことを目的として、令和 2年度

から 3年計画で取り組まれる事業となっております。   
 

  3）健康経営推進に向けた道の取組について（経済部提供） 

    健康経営の推進に資するヘルスケアサービス産業の振興に向けた各種取組について情報提

供致しました。 

資料５－１ 



●部会長　◎副部会長
任期：令和2年10月8日～令和4年3月31日 （五十音順）

氏名 現   職 備考

1 秋田　朋香 北海道農業団体健康保険組合　健康推進部　保健指導課長 特別委員

2 天野　秀則 北海道商工会連合会　総務部参事 特別委員

● 3 岡部　實裕 (一社）北海道医師会　常任理事 特別委員

4 小田　寿 （公財）北海道対がん協会　常務理事 特別委員

◎ 5 髙橋　佳子 全国健康保険協会北海道支部　企画総務部長 特別委員

6 深津　恵美 （公社）北海道看護協会　副会長
道民の健康づくり
推進協議会委員

7 佐々木　康人 鹿追町役場　福祉課長 特別委員

8 杉浦　圭輔 赤平市介護健康推進課　健康づくり推進担当主幹 特別委員

9 田西　亨 北海道歯科医師会　常務理事
道民の健康づくり
推進協議会委員

10 道端　和則 健康保険組合連合会北海道連合会　常務理事 特別委員

11 國澤　しおり （公財）北海道労働保健管理協会　医療本部産業保健部部長 特別委員

12 菊池　俊文　 北海道労働局労働基準部　健康課長 特別委員

13 森　満 北海道産業保健総合支援センター　所長 特別委員

14 小山内　秀彰 北海道国民健康保険団体連合会　総務部保健事業課長 特別委員

15 片岡　直之 （一社）北海道商工会議所連合会　事務局次長 特別委員

令和２年度道民の健康づくり推進協議会
地域・職域連携推進専門部会委員名簿

資料５－２
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北海道地域・職域連携推進事業実施要綱 新旧対照表 

新 旧 

 

北海道地域・職域連携推進事業実施要綱 

 

１ 目 的 

  この事業は、地域保健と職域保健の連携により、それぞれの機関が

実施している健康教育や健康相談、健康に関する情報等を共有し、北

海道在住者や在勤者の違いによらず、地域の実情を踏まえたより効果

的・効率的な保健事業を展開し、もって北海道民の健康寿命の延伸及

び生活の質向上を目的とする。 

 

 

 

 

 

２ 実施主体 北海道 

 

３ 地域・職域連携推進協議会の設置 

（１） 地域の実情に応じた協力体制による、生涯を通じた継続的な保 

健サービスの提供や健康管理体制を整備・構築するため、地域・職

域連携推進協議会を設置する 

（２） 道においては「北海道地域・職域連携推進協議会（以下「推進 

協議会」という。）」を設置するとともに、第二次保健医療福祉圏

（または保健環境部保健行政室･地域保健室）に「二次医療圏地域・  

 

北海道地域・職域連携推進事業実施要綱 

 

１ 目 的 

道民の生命や健康を脅かす主要な疾患となっている生活習慣病（が

ん、心臓病、脳卒中、糖尿病等）を予防するために、個々人の主体的

な健康づくりの取組に加え、健康教育、健康相談、健康診査等の保健

事業による継続した健康管理を支援することが必要である。 

このため、地域保健と職域保健の連携（以下「地域・職域連携」とい

う。）により、健康づくりのための健康情報の共有や保健事業の共同実

施、更には、健康づくりに関する社会資源を相互に活用し、生涯を通

じた継続的な保健サービスの提供体制を整備し、生活習慣病予防対策

を推進する。 

    

２ 実施主体 北海道 

      

３ 地域・職域連携推進協議会の設置  

（１）地域の実情に応じた協力体制による生涯を通じた保健サービスの

提供や健康管理体制を整備・構築し、生活習慣病予防対策を推進す

るため、地域・職域連携推進協議会を設置する。 

（２）道においては「北海道地域・職域連携推進協議会（以下「推進協

議会」という。）」を設置するとともに、第二次保健医療福祉圏（ま

たは保健環境部保健行政室･地域保健室）に「二次医療圏地域・職域

資料５－３ 
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職域連携推進連絡会（以下「推進連絡会」という。）」を設置する。

なお、推進協議会は、道民の健康づくり推進協議会の専門部会と

して位置づける。また、の設置・運営等に係る事項については、

別に要領を定める。 

（３） 推進協議会及び推進連絡会は、５に掲げる構成機関（以下、「構 

成機関」という。）の中から構成する。 

（４）（削除） 

 

 

４ 事業内容 

（１） 推進協議会 

  ア 推進協議会は、地域保健・職域保健の広域的視点での連携によ

り体制整備を図る。 

  イ 同協議会は、北海道における健康課題を明確化し、道内全体の

目標、実施方針、連携推進方策等を協議することにより、道内の

関係者による連携事業の計画・実施・評価の推進的役割を担う。 

  ウ 関係団体の連絡調整、教材や社会資源の共有を行う。 

  エ 地域及び職域における保健事業担当者の資質向上を図るための

研修会を実施する。 

  オ 同協議会は、本道の地域特性を踏まえ、連携事業の企画・実施

等を行う。 

（ア） 北海道のデータ収集・分析・比較 

（イ） 二次医療圏が単独では実施が困難な大規模イベントの企

画・実施 

（ウ） 道内の推進連絡会が共通利用できるような媒体の作成等 

連携推進連絡会（以下「推進連絡会」という。）」を設置する。 

なお、推進連絡会の設置・運営等に係る事項については、別に要

領を定める。 

 

（３）推進協議会は、５に掲げる関係機関・団体の中から構成する。 

 

（４）この推進協議会は、道民の健康づくり推進協議会の専門部会とし

て位置づける。 

 

４ 事業内容 

（１） 推進協議会は、地域・職域連携により実施する保健事業等（以 

下「連携事業等」という。）について企画・立案、実施・運営、評価

等を行うとともに、推進連絡会の取組について広域的な調整を行う。 
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（２） 推進連絡会 

  ア 推進連絡会は、地域特性に応じた協力体制による継続的な健康

管理が可能となるよう体制を構築する。 

  イ 同連絡会は、地域のおける関係機関への情報提供と連絡調整や

健康に関する情報収集、ニーズ把握等を行い、二次医療圏特有の

健康課題を特定し、地域特性に応じた健康課題の解決に必要な連

携事業の計画・実施・評価等を行う。 

ア） 現状分析 

イ） 課題の明確化、目標設定 

ウ） 連携事業のリストアップ 

エ） 連携内容の検討・決定及び提案 

オ） 連携内容の具体化・実施計画の作成 

カ） 連携事業の実施 

キ） 評価資料及び評価方法の設定 

  ウ 同連絡会は、具体的な連携事業の企画等を行うために、保健事

業等の共同実施に関する作業部会や社会資源の相互有効活用に関

する作業部会等、所要の作業部会等を置くことができる。 

 

５ 構成機関 

  協議会の構成機関が協議会の意義について共通理解を図り、相互に 

連携すること、また構成機関は以下のとおり。 

推進協議会（連絡会）、保健所、保険者、北海道労働局、労働基準 

監督署、北海道産業保健総合支援センター、道内地域産業保健セン

 

 

（２）推進協議会は、本道の地域特性を踏まえ、特に次の連携事業等を

行う。 

    ア 生涯を通じた生活習慣病予防対策に関すること 

    イ 地域・職域連携の推進に関すること 

    ウ その他必要な事項                       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

５ 関係機関 

（１）地域保健関係機関・団体北海道市長会、北海道町村会、北海道国

民健康保険団体連合会、北海道対がん協会等 

（２）職域保健関係機関・団体北海道労働局、北海道産業保健推進セン

ター、全国健康保険協会北海道支部、北海道労働保健管理協会、健
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ター、北海道 

国民健康保険団体連合会、事業場、地方経営者団体、道内商工会議 

所、道内商工会、道内協同組合、北海道医師会、北海道歯科医師会、 

北海道薬剤師会、北海道栄養士会、北海道看護協会、教育関係機関、 

健診機関、住民等ボランティア、学識経験者（産業保健、公衆衛生、

公衆衛生看護等）等 

 

６ その他 

（１）（略） 

 

（２）他の健康づくりを目的とした協議会等との連携を図る。 

 

（３）推進協議会は、令和２年（2020 年）４月１日から起算して２年

を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、協議会設置の

必要性や効率的な開催方法の見直し等について検討を加え、その結

果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

（４）（略） 

 

  附 則 

 この要綱は、平成１７年１０月１３日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年１０月１７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年 ３月 ６日から施行する。 

   附 則 

康保険組合連合会北海道連合会、北海道商工会議所連合会、北海道

商工会連合会等   

（３）その他関係機関 

     北海道医師会、北海道歯科医師会、北海道栄養士会、北海道看護協

会、北海道薬剤師会、教育関係機関等   

 

 

６ その他 

（１）事業の実施にあたり、個人情報の保護について関係法令等を遵守

して最大限の配慮をする。 

（２）医療保険者で構成する「北海道保険者協議会」と適切な連携を図

る。 

（３）推進協議会は平成２５年４月１日から起算して２年を経過するご

とに、社会経済情勢の変化等を勘案し、協議会設置の必要性や効率

的な開催方法の見直し等について検討を加え、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする。 

（４）この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年１０月１３日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年１０月１７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年 ３月 ６日から施行する。 

   附 則 
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 この要綱は、平成２５年 ８月１６日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年 ４月１４日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年（２０２０年）５月 ７日から施行する。 

 

 

 この要綱は、平成２５年 ８月１６日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年 ４月１４日から施行する。 

 

 

 



 

1 
 

道民の健康づくり推進協議会  地域・職域連携推進専門部会  設置要領  新旧対照表  
 

新 旧  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道民の健康づくり推進協議会地域・職域連携推進専門部会  

設置要領  

１  目  的（略）  

  

 

 

 

 

 

 

２  議  題 (略 ) 

 

 

 

 

３  構  成  

（１）部会は、 15名以内の委員で構成し、道民の健康づくり推進協議

会の委員及び地域保健、職域保健及びその他関係機関・団体の

関係者のうちから、必要に応じ招集する特別委員で組織する。  

（２）（略）  

 

 

４  運  営（略）  

 

 

 

 

 

 

道民の健康づくり推進協議会地域・職域連携推進専門部会  

設置要領  

１  目  的  

 道民の健康づくり推進協議会設置要領の５の（１）の規定に基づ

き、地域保健と職域保健が連携（以下「地域・職域連携」という。）

し、生涯を通じた生活習慣病（がん、心臓病、脳卒中、糖尿病等）

予防対策を推進することを目的として、道民の健康づくり推進協議

会地域・職域連携推進専門部会（以下「部会」という。）を設置す

る。  

 

２  議  題  

（１）生涯を通じた生活習慣病予防対策に関すること  

（２）地域・職域連携の推進に関すること  

（１） その他必要な健康課題に関すること  

 

３  構  成  

（１）部会は 15名以内の委員で構成し、地域保健、職域保健及びそ

の他の関係機関・団体の関係者のうちから、道民の健康づく

り推進協議会の委員長が指名する。  

（２）部会の委員の任期は２年とする。ただし、任期途中で退任し

た委員の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。  

 

４  運  営  

（１）部会の会議は、道民の健康づくり推進協議会設置要領５の

（３）の規定に基づき、道民の健康づくり推進協議会の委員長

が招集し、主催する。  

（２）部会には、委員の互選により部会長及び副部会長を置く。 

（３）部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代行する。 

（４）部会長が特に必要と認めたときは、部会の委員以外の者に部
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５  その他  

（１）（略）  

（２）（略）  

 

附則  

この要領は、平成１７年１１月１１日から施行する。  

   附則  

この要領は、平成１８年  ６月  １日から施行する。  

  附則  

この要領は、平成２１年  ４月２４日から施行する。  

  附則  

この要領は、平成２２年  ６月１４日から施行する。  

附則  

この要領は、平成２８年  ４月１４日から施行する。  

附則  

この要領は、平成３０年  ５月１０日から施行する。  

  附則  

この要領は、令和３年（ 2020年）１月２８日から施行する。  

 

 

会への出席を求め、その意見を聴くことができる。  

 

５  その他  

（１）（略）  

（２）（略）  

 

附則  

この要領は、平成１７年１１月１１日から施行する。  

   附則  

この要領は、平成１８年  ６月  １日から施行する。  

  附則  

この要領は、平成２１年  ４月２４日から施行する。  

  附則  

この要領は、平成２２年  ６月１４日から施行する。  

附則  

この要領は、平成２８年  ４月１４日から施行する。  

  附則  

この要領は、平成３０年  ５月１０日から施行する  

 



　二次医療圏地域・職域連携推進協議会（連絡会）開催状況　令和元年度(2019年度）実績　　　　　　　　　　 　

他

連
絡
会

他の
会議
と同
時実
施

会議名

保
健
所

（
事
務
局

）

市
町
村

1 南空知 未開催

2 中空知 1 ● 17 5 7 ● ● ● ● ●

3 北空知 書面 ● ● ● ● ● ●

札幌（江別） 1 ＊江別部会 19 8 3 1 ● ● ● ●

札幌圏域 書面 ● ● ●

5 後志 1 ● 15 5 7 ● ● ● ●

6 西胆振 未開催

7 東胆振 1 ● 30 15 5 ● ● ● ● ● ● ●

8 日高 1 ● 22 6 7 ● ● ●

9 南渡島 未開催

10 北渡島檜山 1 ●
圏域連携推進会議生

活習慣病専門部会
7 2 2 ● ● ● ● ● ●

11 南檜山 未開催

12 上川中部 1 ● 33 10 11 1 ● ● ● ● ● ● ●

13 上川北部 1 ● 14 7 3 ● ● ● ●

14 富良野 1 ● 19 6 7 ● ● ● ● ●

15 留萌 1 ● 15 4 7 ● ● ● ●

16 宗谷 1 ● 15 4 7 ● ● ● ● ● ● ●

17 北網 1 ● 27 9 9 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

18 遠紋 書面 ● ● ● ● ●

19 十勝 未開催

20 釧路 1 ● 26 6 10 ● ● ● ● ● ● ●

21 根室 未開催

7

6

4

1

協会けんぽ

医科大学、協会けんぽ

日本労働安全衛生コンサルタント会北海道支部

7

7

開催状況

実施形態

地域産業保健セ
ンター、商工会議
所、商工会、労働
基準監督署、農
協、事業所等

医師会、歯科医師
会、薬剤師会、看
護協会、栄養士
会、医療機関等

協会けんぽ

6 4

3

3

4

3

4

5

4

協会けんぽ

4 1

2

2 1

4

圏域名

地域保健 職域保健 団体等関係者 報告・説明者

実施回
数(回) 協会けんぽ,等

◆連絡会（書面、他会議の場活用含む）開催　１６圏域（１部会含む）

4

媒
体
作
成

糖
尿
病
対
策

運
動
習
慣

出席者

総
数

行
政
説
明

実施方法

情
報
意
見
交
換
・
G
W

実
践
報
告

受
動
喫
煙
防
止
対
策

特定
健診
特定
保健
指導

地
域
職
域
連
携

食
生
活

歯
科
保
健

健
康
経
営

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策

が
ん
対
策

実
態
調
査

講
義・
情
報
提
供

テーマ

そ
の
他

(

圏
域
健
康
づ
く
り

事
業
行
動
計
画
等

）

ア
ル
コ
ー

ル

資料５－５


